
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
一
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
第
八
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
徳
島
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
八
号
）
第
十
五
条
第

四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
退
職
手
当
管
理
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入

出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
公
示
事
項
（
同
項
に
規
定
す
る
公
示
事
項
を
い
う
。
第
一
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
退
職
手
当
管
理
機
関
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通
信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に

限
る
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
手
当
管
理
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示

事
項
を
当
該
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

二

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す

る
も
の
附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


